
随意契約に係る公募について（公告） 

 

次のとおり公募します。 

 

令和８年３月５日 

 

香川県畜産試験場長 

 

１ 公募に付する事項 

（１） 契約名称 令和８年度香川県畜産試験場鶏卵売払契約 

（２） 契約期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（３） 契約内容 別添仕様書のとおり 

 

２ 応募資格 

  次に掲げる要件を満たす者とします。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

（２）香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領（平成１１年香川県告示第７８７号）に

基づく指名停止措置を現に受けていない者 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、

次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 

①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者 

②民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた者 

（４）香川県税に滞納のない者（香川県税の納税証明書（未納のない旨の証明）を提出すること。

ただし、応募意思表明書の提出時点において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者

は提出しなくてよい。） 

（５）鶏卵を香川県畜産試験場に引取りに来れる者 

 

３ 応募方法 

  別添「応募意思表明書」を香川県畜産試験場（総務課）に持参又は郵送（受付期間内必着）

により提出してください。 

  （受付期間） 令和８年３月５日（木）から令和８年３月１３日（金）まで 

         （日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８ 

号）に規定する休日を除く） 

（受付時間） ８：３０～１２：００、１３：００～１７：００ 

 

４ 契約の方法 

（１）応募意思表明書を提出した者が１者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結しま

す。 



（２）応募意思表明書を提出した者が２者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法

により契約相手を選定したうえ、契約を締結します。 

 

５ 電子契約の可否 

（１） 可とします。 

 ※電子契約（契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによ  

  る電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与する

もの）を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。ご利用にあたって

は、インターネット環境と契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要が

あります。 

（２） 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を見積書と一

緒に提出してください。 

（３） 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 

 

６ 本公募は、本契約に係る令和８年度予算の成立を前提に行う年度開始前準備行為であり、

その契約に係る予算が議会で可決され、令和８年４月１日以降で当該予算の執行が可能となっ

たときに効力が生じるものです。 

 

７ 応募・照会先 

  〒761-0704 

  香川県木田郡三木町大字下高岡 2706 

  香川県畜産試験場 総務課 （担当者：松川、宇都宮） 

   ＴＥＬ：087-898-1511 

   ＦＡＸ：087-898-9416 


